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令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
を

さ
れ
た
方
へ

　
納
期
限
は
左
記
の
通
り
で
す
。

振
替
納
税
を
利
用
の
方
は
事
前
に

預
貯
金
口
座
の
残
高
を
確
認
く
だ

さ
い
。

・
申
告
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所

　
得
税

・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
個

　
人
事
業
者
）

時
　
４
月
15
日
（
木
）

問
　
御
坊
税
務
署

　
☎
０
７
３
８
・
２
２
・
０
６
９
５

　
令
和
３
年
度
の
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
縦
覧
を
行
い
ま
す

時
　
４
月
１
日
（
木
）
〜

　
　
４
月
30
日
（
金
）

　
　
８
時
30
分
〜
17
時

※
土
・
日
曜
日
・
国
民
の
祝
日
を

　
除
く
。

場
　
税
務
課
課
税
係 

　
　
資
産
税
窓
口
（
市
役
所
１
階
）

問
　
税
務
課
課
税
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
４

　
市
で
は
、
道
路
に
面
す
る
危
険

な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
対
象
と
し
た

撤
去
と
改
善
の
費
用
の
補
助
と
、

要
配
慮
者
支
援
対
策
と
し
て
家
具

の
転
倒
防
止
費
用
の
補
助
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業

は
、
防
災
対
策
課
窓
口
に
て
受
付

け
て
お
り
ま
す
。
申
請
用
紙
は
窓

口
に
置
い
て
い
ま
す
が
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
本
紙
と
一
緒
に
お

配
り
し
て
い
る
案
内
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
　
防
災
対
策
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

　
市
民
の
皆
様
と
と
も
に
、
先
の

大
戦
で
犠
牲
に
な
ら
れ
た
市
内
の

戦
没
者
の
方
々
を
心
か
ら
追
悼

し
、
ま
た
、
そ
の
尊
い
犠
牲
を
無

に
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
恒
久

平
和
の
誓
い
を
新
た
に
す
る
た

め
、
令
和
３
年
度
御
坊
市
戦
没
者

追
悼
式
を
左
記
の
と
お
り
挙
行
い

た
し
ま
す
。

時
　
４
月
18
日
（
日
）
13
時
〜

場
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
４
階

式
次
第

・
開
式
・
国
歌
清
聴
・
市
歌
清
聴

・
黙
と
う
・
式
辞
・
追
悼
の
辞

・
献
花
・
閉
式
の
辞

※

参
列
は
平
服
で
結
構
で
す
。

　
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　
の
影
響
に
よ
り
中
止
と
な
る
場

　
合
が
あ
り
ま
す
。

問
　
社
会
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

　 

ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

納　期　限
今月の納期限は４月30日（金）です
◇固定資産税(１期)
◇介護保険料(４月分)

くらしの相談

御
坊
市
戦
没
者
追
悼
式
の

　
　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

御
坊
税
務
署
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

防
災
に
関
す
る
補
助
制
度
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ご
案
内

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

　
　
　
　
縦
覧
の
お
知
ら
せ

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　 8：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日９時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。　
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　４月14日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152
　

おおかわ　   ひで き

てらさき　　すず こ◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み

※今年度12月の納期限日は27日になります。その他の月の納期限日は月末です。
　納期限日が国民の祝日、土・日曜日にあたる場合は、翌日が納期限日となります。

市税の納期に関するお知らせ
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6月

7月

8月
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10月
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12月

1月

2月

3月

1期

2期

3期

4期
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全期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

区　分 固定資産税 市・県民税 軽自動車税 国民健康保険税

令和３年　４月30日（金）

　　　　　５月31日（月）

　　　　　６月30日（水）

　　　　　８月 ２日（月）

　　　　　８月31日（火）

　　　　　９月30日（木）

　　　　11月 １日（月）

　　　　11月30日（火）

　　　　12月27日（月）

令和４年　１月31日（月）

　　　　　２月28日（月）

　　　　　３月31日（木）

納　期　限　日


